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第 2部 アリババ国際などのアリババ国際グループ ECサイトの

削除申立て 

 

1. アリババ国際グループおよびアリババ国際 IPP 

 

アリババの電子商取引（Electronic Commerce、以下「EC」という）事業は、大きく分

けて、中国国内向けと中国国外向けの二つの事業体に分かれている。前者は淘天グループ

が統括しており、その傘下にはタオバオ、Tモール、1688 などの中国国内向け ECサイト

が含まれている。後者はアリババ国際デジタル商業グループ（以下「アリババ国際グルー

プ」という）が統括しており、その傘下にはアリババ国際、AliExpress、Lazada などの EC

サイトが含まれている。本報告書では、主にアリババ国際グループに所属する EC サイト

における削除申立てについて紹介する。 

 

下表は、アリババ国際グループに所属する各 ECサイトの概要である。 

 

サイト名 ロゴ URL 特徴 主な出品者 

アリババ 

国際 

 

https://www.ali

baba.com/ 

海外取引先向け

の BtoB型 ECサイ

ト。企業間取引を

中心に展開して

いる。 

中国本土メー

カー、卸売業者 

AliExpress 

 

https://www.ali

express.com/ 

海外ユーザー向

けの BtoC型 ECサ

イト 

中国本土企業 

海外企業 

Lazada 

 

https://www.laz

ada.com/ 

東南アジアユー

ザー1向けの BtoC

型 ECサイト 

中国本土企業、 

中国香港企業、

海外企業 

Miravia 

 

https://www.mir

avia.es/ 

ヨーロッパユー

ザー2向けの BtoC

型 ECサイト 

中国本土企業、 

中国香港企業、 

海外企業 

 

アリババは、アリババ国際グループに所属する EC サイトにおける知的財産権侵害品に

対応する目的として、アリババ国際デジタル商業グループ知的財産権保護プラットフォー

ム（以下「アリババ国際 IPP」という）3を設置しており、これらの ECサイトにおける知

的財産権侵害に関する削除申立てを受け付けている。 

 
1 Lazada は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの 6 か国を主要

市場として EC 事業を展開している。 
2 Miravia は、スペインを主要市場として EC 事業を展開している。 
3 アリババ国際デジタル商業グループ知的財産権保護プラットフォーム 

https://ipp.aidcgroup.net/index.htm#/ippHome 

https://ipp.aidcgroup.net/index.htm#/ippHome
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アリババ国際グループに所属する EC サイトに対する削除申立手続きは、ほぼ共通の仕

組みとなっているので、本報告書では、アリババ国際を例に、知的財産権侵害が発生した

場合に、アリババ国際 IPPを通じて削除申立てを行う手続きについて説明する。 
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2. 削除申立手続き 

 

2.1 受理範囲と条件 

 

アリババ国際グループに所属する EC サイトで販売されている商品に加え、出品者の店

舗名や店舗アイコンなどにおいて、次の権利侵害が確認された場合、2.2 で紹介する必要

書類を提出し、2.3で紹介する所定の手続きを踏まえ、アリババ国際 IPP に対し、対象リ

ンクの削除を申し立てることができる。 

 

（1） 商標権侵害 

（2） 著作権侵害 

（3） 専利権4侵害 

（4） 不正競争 

（5） デザイン権5侵害 

（6） 肖像権侵害 

 

また、上記の権利侵害に対する削除申立ての対象となる権利範囲は、中国内外を問わず、

海外で登録された権利も、アリババ国際 IPPに登録可能である。 

 

本報告書では、主に、日系企業が遭遇しやすい、商品に対する商標権侵害、著作権侵害、

専利権侵害および不正競争の削除申立ての詳細について紹介する。 

 

2.2 必要資料 

 

削除申立手続きは、主に三つのステップに分けられる：ユーザー登録・身分認証、権利

登録、侵害リンク削除申立てである。以下のとおり、それぞれの必要資料を紹介する。 

 

また、削除申立ては、権利者自ら行うことと、代理人を通じて行うことの 2パタンがあ

る。ユーザー登録のステップを除き、必要資料は同じである。 

 

（1） ユーザー登録・身分認証 

 

必要資料：営業許可証。日本企業の場合、営業許可証に相当する登記簿謄本を提出。 

 

（2） 権利登録 

 

◼ 権利者自ら削除申立てを行う場合 

 

権利種類 必要書類 

商標権 ▪ 商標登録証 

 
4 中国では、日本でいう特許、実用新案、意匠を総称して「専利」という。 
5 EU で保護対象となる未登録意匠は、アリババ国際 IPP にデザイン権として登録できる。 
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▪ 商標更新証明（更新がある場合） 

▪ 商標譲渡証明（譲渡がある場合） 

▪ 商標変更証明（変更がある場合） 

著作権 ▪ 著作権声明文 

専利権 ▪ 専利証書 

▪ 中国専利評価報告書（中国の意匠権と実用新案権の場合） 

▪ 専利登記簿副本（中国専利権に関する登録事項に変更がある場

合） 

不正競争 不正競争により保護される権利（例：一定の影響力を有する商業標

識）は登録権利ではないため、アリババ国際 IPPは、当該権利の存

在およびその内容を確認する目的で、以下のいずれかの資料の提出

を求めている。 

 

▪ 裁判所の判決書 

▪ 仲裁機関の裁定書 

▪ 行政機関の処分書 

▪ その他の不正競争により保護される権利を証明できる資料 

 

◼ 代理人を通じて削除申立てを行う場合 

 

上記の資料に加え、代理人への委任状を提出する必要がある。 

 

（3） 侵害リンク削除申立て 

 

（ア） 商品に対する削除申立て 

 

侵害種類 必要資料・情報 

商標権侵害 ▪ 侵害理由説明 

▪ 侵害と証明するための証拠資料（※侵害理由説明の内容を裏付

ける必要がある場合のみ） 

著作権侵害 ▪ 侵害理由説明 

▪ 侵害と証明するための証拠資料（※侵害理由説明の内容を裏付

ける必要がある場合のみ） 

専利権侵害 ▪ 侵害理由説明 

▪ 侵害と証明するための証拠資料（※侵害理由説明の内容を裏付

ける必要がある場合のみ） 

不正競争 ▪ 侵害理由説明 

▪ 侵害と証明するための証拠資料（※侵害理由説明の内容を裏付

ける必要がある場合のみ） 

 

（イ） 店舗要素に対する削除申立て 
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店舗名、店舗アイコン、店舗デザインなど店舗要素に係る権利侵害についての削除申立

ては、メール（aidc-ipr@alibaba-inc.com）によってのみ行うことができる。メールには、

以下の情報を明記する必要がある。アリババ国際 IPP はメール受領後、凡そ 3～5営業日

以内に審査を行う。 

 

▪ アリババ国際 IPP アカウント 

▪ アリババ国際 IPP で登録済みの知的財産権番号 

▪ 削除申立理由 

▪ 理由説明 

▪ 証拠資料 

 

以下では、主にアリババ国際グループに所属する EC サイトで販売されている商品に関

する削除申立ての手続きについて紹介する。 
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2.3 削除申立ての全体の流れ 

 

 

※ 店舗要素に対する削除申立手続きは、上記フローの対象とはならない。もし店舗要

素について削除を申し立てる場合は、上述の 2.2（3）（イ）で言及されている通り、メ

ールにてアリババ国際に連絡する必要がある。アリババ国際 IPPはメール受領後、通常

3～5営業日以内に審査を行う。 
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2.4 削除申立ての各ステップ、日中対訳および説明 

 

（1） ユーザー登録・ログイン 

 

アリババ国際 IPP リンク（https://ipp.aidcgroup.net/index.htm#/ippHome）でアクセ

スし、ユーザー登録を行う。 

 

 

① 注册 ⇒ 登録 

② 请输入邮箱 ⇒ 登録メールアドレスを入力 

③ 发送验证码、请输入验证码 ⇒ 認証コードを送信、②のメールアドレスに届いた認

証コードを入力 

④ 请输入密码 ⇒ パスワードを入力 

⑤ 已阅读并同意用户协议和隐私政策 ⇒ ユーザー規約およびプライバシーポリシー

を確認の上、同意する。 

⑥ 注册 ⇒ 登録 

⑦ AliExpress账号登陆 ⇒ AliExpressアカウントで登録 

▪ AliExpress アカウントを持っている場合、同アカウントでアリババ国際 IPP に

登録することができる。 

⑧ 阿里巴巴国际站原图登陆 ⇒ アリババ国際アカウントで登録 

▪ アリババ国際アカウントを持っている場合、同アカウントでアリババ国際 IPPに

登録することができる。 

⑨ 登陆 ⇒ 登録 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
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（2） 身分認証 

 

 

① 我的 ⇒ マイページ 

② 账号设置 ⇒ アカウントセッティング 

▪ 身分認証を行う場合、「アカウントセッティング」をクリックする。 

③ 用户服务 ⇒ ユーザーサービス 

▪ アリババ国際 IPP からの通知や公告をチェックする場合、「ユーザーサービス」

をクリックする。 

  

① 

③ 

② 
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① 完善您的身份信息便于您在阿里巴巴国际数字商业集团旗下各大知识产权平台进行维

权。除法律法规规定，或依据平台协议，未经许可，权利人信息将不会对第三方披露。 

⇒ 本人確認情報を更新することで、アリババ国際デジタル商業グループが運営する

各種知的財産権保護プラットフォームにおいて、権利行使を行うことが可能となる。

法令で定められている場合、またはプラットフォーム利用規約に基づく場合を除き、

権利者の情報が許可なく第三者に開示されることはない。 

② 立即认证 ⇒ 認証を行う 

▪ ここでは「認証を行う」をクリック。 

③ 向被投诉方披露的联系信息 ⇒ 被申立人に開示する連絡先情報 

④ 阿里巴巴国际数字商业集团会将以下信息披露至被投诉方（带*字段为必填项）请先完

成身份认证之后再填写该部分信息。 

⇒ アリババ国際グループは、以下の情報を被申立人に対して開示する。なお、*が

付いた項目は必須記載事項である。本項目を記入する前に、まず身分認証を完了する

必要がある。 

⑤ 联系人 ⇒ 連絡先 

⑥ 手机号码 ⇒ 携帯番号 

⑦ 电话 ⇒ 電話番号 

⑧ 请输入有效的邮箱后获取验证码 ⇒ 連絡がとれる任意のメールアドレス入力後、同

メールアドレス宛に届いた認証コードを記載。 

⑨ 您填写联系方式即表示您同意平台向被投诉方，或者经认证的调解机构披露此信息。 

⇒ 申立人が連絡先情報を入力することは、当該情報をプラットフォームにより被申

立人、または認証を受けた紛争解決機関に開示することに同意したものとする。 

⑩ 保存 ⇒ 保存 

  

② ① 

③ 

⑤ 
④ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 
⑨ 

⑩ 
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ア 権利者が自ら削除申立てを行う場合 

 

以下は、日本企業が自ら削除申立てを行う場合の日中対訳、必要資料などの説明である。 

 

 

 

① 申请国家／地区 ⇒ 申立人の国籍／地域 

▪ 日本企業の場合、「日本」を選択。 

② 注册人类别 ⇒ 登録者類別 

▪ 「权利人 ⇒ 権利者」、「授权代理人 ⇒ 代理人」から選択。ここでは、「権

利者」を選択。 

③ 用户身份类别 ⇒ アカウント身分類別 

▪ 「个人 ⇒ 個人」、「企业 ⇒ 企業」から選択。日本企業の場合、「企業」を

選択。 

④ 认证方式 ⇒ 認証方式 

▪ 権利者が企業である場合、「企业信息认证 ⇒ 企業情報の認証」のみ選択可能。 

▪ 権利者が個人である場合、「个人信息认证 ⇒ 個人情報の認証」のみ選択可能。 

⑤ 营业执照 ⇒ 営業許可証 

▪ 日本企業の場合、中国の営業許可証に相当する登記簿謄本（現在事項全部証明書

または履歴事項全部証明書のいずれでも対応可能）を提出。 

① 

② 

④ 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
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▪ 原本を撮影した画像またはスキャンデータをアップロード。写しをアップロード

する場合は、社印が押されているものをアップロードする必要がある。 

▪ 画像は明瞭でなければならず、遮蔽や加工があってはならない。 

▪ ファイルフォーマットは jpg、jpeg、bmp、gif、png、pdfが対応可能で、1ファ

イルの容量は、最大 8MBまでとする。 

⑥ 证件编号 ⇒ 証明書番号 

▪ 日本企業の場合、会社法人等番号を入力。 

⑦ 企业名称 ⇒ 企業名称 

⑧ 详细地址 ⇒ 企業所在地 

⑨ 保存并提交 ⇒ 保存して提出 
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イ 権利者が代理人を通じて削除申立てを行う場合 

 

（ア） 基本資料 

 

日本企業が中国の代理人を通じて削除申立てを行う場合、上記アの部分に従い、①で

「中国」、②で「代理人」を選択する。③〜⑧の項目に関しては、提出書類や情報が共通

であるため、個別の手続説明は省略する。 

 

（イ） 委任資料 

 

代理人の委任資料は、上記身分認証の過程では提出せず、各権利登録段階で提出する。

即ち、代理人が具体的な知的財産権を登録する際に、必要な登録書類を提出した後、委任

関係書類をアップロードするのである。委任資料の詳細は、以下のとおりである。 

 

 

① 请上传知识产权权利人的身份证明 ⇒ 権利者の身分証明書をアップロード 

▪ 日本企業の場合、中国の営業許可証に相当する登記簿謄本を提出。 

▪ 原本を撮影した画像またはスキャンデータをアップロード。写しをアップロード

する場合は、社印が押されているものをアップロードする必要がある。 

▪ これらの書類の中国語訳、または英訳の提出が必要。 

② 请填写知识产权权利人的身份证号、护照号或企业统一社会信用代码/注册号 

⇒ 権利者の身分番号、パスポート番号、企業統一社会信用コード、または企業登録

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑦ 
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番号を入力。 

▪ 権利者が外国の個人である場合、パスポート番号を入力。 

▪ 権利者が外国の企業である場合、企業登録番号を入力。日本企業の場合、会社法

人等番号を入力。 

③ 请选择授权到期日 ⇒ 委任満了日を選択。 

▪ 代理人に対する委任に期限がある場合、その委任満了日を選択。 

▪ 代理人に対する委任が無期限の場合、「永久 ⇒ 無期限」を選択。 

④ 第一步：下载授权书 ⇒ ステップ 1：委任状のテンプレートをダウンロード 

▪ アリババ国際 IPP は、前述の情報に基づいて委任状のテンプレートを自動生成

する。権利者はこれをそのまま利用することも、利用せずに独自に委任状を作成

することも可能である。 

⑤ 第二步：上述授权书由知识产权权利人签字（个人）或盖章（企业）后，请上传签章后

的授权书数码拍摄件  

⇒ ステップ 2：上記の委任状に、権利者による署名（個人の場合）、または捺印（企

業の場合）がなされた後、その書面を撮影した画像をアップロード。 

⑥ 保存草稿 ⇒ 下書きを保存 

⑦ 提交 ⇒ 提出 

 

身分認証完了後、以下の画面に移る。 

  



 
Copyright(C) 2026 JETRO.  All right reserved. 

18 

ウ 身分認証後の画面 

 

 

① 知识产权 ⇒ 知的財産権 

▪ 知的財産権の登録・管理の画面に移る 

② 侵权投诉 ⇒ 削除申立て 

▪ 削除申立ての提出・管理の画面に移る 

  

② 

① 



 
Copyright(C) 2026 JETRO.  All right reserved. 

19 

（3） 各権利登録および削除申立手続き 

 

以下では、商標権、著作権、意匠権ならびに中国不正競争防止法で保護される商号権利

に関する権利登録および削除申立てについて、ページ和訳と具体的な説明を行う。 

 

ア 商標権の登録および削除申立て 

 

商標権の登録を選択する場合、その出願地域に関わらず、中国国外で出願され登録した

商標もアリババ国際 IPPにおいて権利登録できる。例えば、日本で登録した商標もアリバ

バ国際 IPP上で登録可能である。商標権の登録において必要となる証拠資料は、主に登録

商標証、更新や譲渡がある場合の証明証書である。 

 

本章では、中国商標を例に、権利登録と削除申立ての手続きを説明する。 

 

（ア） 商標権の登録 

 

 

① 提交知识产权 ⇒ 知的財産権の登録 

  

① 
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① 请选择您的知识产权类型 ⇒ 知的財産権の種類を選択 

▪ ここでは、「商标权 ⇒ 商標権」を選択。 

② 请选择您的知识产权注册地 ⇒ 知的財産権の登録地域 

▪ 商標登録地を選択。ここでは「中国」を選択。日本商標の登録を申請する場合、

ここでは「日本」を選択。 

③ 请您上传商标注册证 ⇒ 商標登録証をアップロード 

▪ 1回で 1件の商標のみ登録できる。複数の商標の登録を希望する場合、それぞれ

個別に登録する必要がある。 

▪ 権利者が企業の場合、原本を撮影した画像またはスキャンデータをアップロード。

写しをアップロードする場合は、社印が押されているものをアップロードする必

要がある。 

▪ 権利者が個人の場合、商標登録証原本の画像をアップロード。 

▪ ファイルフォーマットは gif、jpg、jpeg、png、bmp、pdf、tsa が対応可能であ

り、1ファイルの容量は 5MB以内である。 

  

① 

② 

③ 
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④ 商标类目页 ⇒ 商標区分ページ 

▪ 商標登録証に別途区分ページが含まれる場合は、その区分ページを個別にアップ

ロードする必要がある。 

⑤ 您的商标名称 ⇒ 商標名称 

⑥ 知识产权自定义名称 ⇒ 知的財産権のカスタム名称 

▪ この名称は、あくまでアリババ国際 IPP に登録する知的財産権を管理する目的

で設けるものであり、自由に設定することができる。 

⑦ 您的商标注册号 ⇒ 商標登録番号 

⑧ 您的商标注册人 ⇒ 商標登録者（権利者名称） 

⑨ 您的商标注册有效期限 ⇒ 登録商標の有効期限 

⑩ 您的商标核定使用商品／服务（类别） ⇒ 指定区分 

▪ 「第 1類」から「第 45類」まで選択。 

⑪ 您的商标所属品牌 ⇒ 自社の商標が属するブランド（特定のブランドに属さない場

合は、「其他/other ⇒ その他」を選択） 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

 



 
Copyright(C) 2026 JETRO.  All right reserved. 

22 

 

⑫ 您的商标是否发生过续展 ⇒ 商標の更新をされたことがあるか否か 

▪ 「はい」、「いいえ」から選択。 

⑬ 请上传商标局核发的核准续展证明 ⇒ 商標局により発行された商標更新証明をアップ

 ロード 

▪ ⑫で「はい」を選択する場合、商標更新証明をアップロードする必要がある。 

⑭ 您的商标是否发生过转让 ⇒ 商標権が譲渡されたことがあるか否か 

▪ 「はい」、「いいえ」から選択。 

⑮ 请提供商标局核发的核准转让证明 ⇒ 商標局により発行された商標譲渡証明をアップ

 ロード 

▪ ⑭で「はい」を選択する場合、商標譲渡証明をアップロードする必要がある。 

⑯ 您的商标是否发生过变更 ⇒ 商標登録情報が変更されたことがあるか否か 

▪ 「はい」、「いいえ」から選択。 

⑰ 请提供商标局核发的核准变更证明 ⇒ 商標局により発行された商標変更証明をアップ

 ロード 

▪ ⑯で「はい」を選択する場合、商標変更証明をアップロードする必要がある。 

 

※ ⑬、⑮、⑰の項目の資料をアップロードする場合、以下のルールに従う。 

 

⑫ 

 

⑬ 

 

⑭ 

 

⑮ 

 

⑯ 

⑰ 

 

⑱ 
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▪ 権利者が企業の場合、原本を撮影した画像またはスキャンデータをアップロード。

写しをアップロードする場合は、社印が押されているものをアップロードする必

要がある。 

▪ 権利者が個人の場合、各証明の原本の画像をアップロード。 

 

⑱ 请填写商标转让／变更后的商标受让人／注册人 ⇒ 譲渡後／変更後の商標権利者

 名称の入力 
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（イ） 商標権登録後の画面 

 

 

① 审核通过 ⇒ 登録済み 

② 审核不通过 ⇒ 登録拒絶 

▪ 登録が拒絶された理由は、主に以下のとおりである。 

 商標は出願審査段階にあり、まだ登録に至っていない。 

 商標権の有効期間が切れている。このような場合、商標更新証明を提出する

必要がある。 

 提出された資料には使用制限が設けられている。例えば、アップロードされ

た商標登録証に「販売許諾にのみ使用可」といった透かしが付されている。

このような場合には、透かしのないバージョンの資料を改めて提出する必要

がある。 

 アップロードされた各種資料に、権利者の社印が押印されていない。 

  

② 

① 
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（ウ） 商標権侵害に基づく削除申立て 

 

 

① 请选择要投诉的站点 ⇒ 侵害行為が行われているプラットフォームを選択 

▪ 「アリババ国際」、「AliExpress」、「Lazada」、「Miravia」から選択。 

 

以下では、アリババ国際を選択し説明を行う。 

  

① 
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① 知识产权类型 ⇒ 知的財産権の種類 

▪ 商標権侵害となる場合、「商标权 ⇒ 商標権」を選択。 

② 知识产权 ⇒ 知的財産権 

▪ アリババ国際 IPPで登録済みの商標権を選択。 

③ 投诉链接类型 ⇒ 削除申立ての対象リンクの種類 

▪ 「商品 ⇒ 商品」のみ選択できる。 

④ 投诉理由 ⇒ 削除申立理由 

▪ 「假货 ⇒ 模倣品」、「不当使用他人权利 ⇒ 他人の権利の不適切使用」から

選択。 

 権利者が模倣品と認定した場合、「假货 ⇒ 模倣品」を選択。 

 効力が発生した司法判決書または行政裁決書において、対象商品が模倣品と

認定された場合、「司法判决或行政裁决 ⇒ 司法判決書または行政裁決書」

を選択。 

 権利者の商品でないにもかかわらず、出品ページに権利者の商標が表記され

るなど、権利者が出品者による商標の不適切使用を認定した場合、「不当使

用他人权利 ⇒ 他人の権利の不適切使用」を選択。 

 効力が発生した司法判決書または行政裁決書において、出品者による商標の

不適切使用と認定された場合、「司法判决或行政裁决 ⇒ 司法判決書また

は行政裁決書」を選択。 

⑤ 理由说明 ⇒ 理由説明（中国語または英語での提出が可能） 

① 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

② 

⑩ 

⑪ 

⑨ 
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▪ 第④項の選択によって、具体的な侵害理由を記入。 

 

以下では、「模倣品」と「他人の権利の不適切使用」この二つの削除申立理由を例に、

理由説明例を示す。 

 

削除申立理由 具体例 

模倣品 （中文） 

申请人从未生产或销售投诉商品。然而，被投诉人销售的涉案商品

上未经授权使用了申请人的商标，已构成商标侵权。为维护权利人

的合法权益，请求贵平台删除投诉链接。 

 

（和訳） 

申立人は、本申立対象商品の生産も販売も一切行っていない。し

かしながら、被申立人の販売している対象商品に、申立人の商標

を無断で使用しており、これは商標権の侵害行為に該当すると判

断する。よって、権利者の正当な権利を保護するため、貴プラッ

トフォームに対し対象リンクの削除を申し立てる。 

他人の権利の不適

切使用 

（中文） 

该投诉商品本身及其页面的“brand name”中均明确标注为“●”

品牌，与权利人正品无关。然而，该商品页面中的“Product name”

一栏却擅自使用了权利人的商标信息。此行为极易导致消费者对商

品来源产生混淆，误认为该商品来源于权利人。为维护权利人的合

法权益，请求贵平台删除相关投诉链接。 

 

（和訳） 

本申立対象商品および出品ページの「brand name」欄には明確に

「●」ブランドと表示されており、権利者の正規品とは無関係で

ある。しかし、「Product name」欄には権利者の商標が無断で使用

されており、消費者に出所を誤認させ、権利者の商品であるかの

ような混同を招くおそれがある。よって、権利者の正当な権利を

保護するため、貴プラットフォームに対し対象リンクの削除を申

し立てる。 

 

⑥ 举证证明 ⇒ 証拠資料 

▪ 証拠資料のアップロードは必須ではないが、削除申立ての成功率を高めるために、

実情に応じて、アップロードを行った方が望ましい。 

▪ アップロードする場合、模倣品や出品ページのスクリーンショットを取り、画像と

文字を使って、権利者の正規品との相違点や、出品ページ内で権利者の商標が不適

切に掲載されている箇所を説明する資料をここで提出する。 

▪ ファイルフォーマットは zip、rar、jpg、jpeg、png、bmp、pdf、doc、docxが対応

可能で、1ファイルの容量は 5MB以内、最大で 4点までアップロードできる。 

⑦ 隐私材料 ⇒ プライベート資料 
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▪ この項目の資料のアップロードは必須ではない。 

▪ 証拠資料に身分証明書やパスポートなどの個人情報が含まれる場合は、本項目から

提出可能である。これらの情報はアリババ国際 IPP の審査時の資料として利用し、

被申立人には開示しない。 

▪ ファイルフォーマットは zip、rar、jpg、jpeg、png、bmp、pdf、doc、docxが対応

可能で、1ファイルの容量は 5MB以内、最大で 4点までアップロードできる。 

⑧ 投诉链接 ⇒ 対象リンク 

▪ 対象リンク入力後、対象リンクの認証（リンク有効性の確認）を行う必要がある。 

▪ 複数の対象リンクについて、③〜⑥の選択項目・理由説明・証拠資料が共通する場

合（例：複数の出品者が同一の侵害品を販売している場合）は、1 回の削除申立て

でこれらのリンクをまとめて入力することができる。この場合、1 回の申立てにつ

き最大 300件までのリンクを入力することが可能である。 

⑨ 验证链接 ⇒ リンクを認証 

⑩ 提示：点击“提交”即表示我郑重承诺并保证我向阿里国际数字商业集团提交的通知/

报告中的所有信息和指控都是真实、准确、合法、有效的。我们理解并同意阿里国际数

字商业集团有权对通知/报告中涉嫌侵权的信息和指控进行核实并采取适当的行动。 

⇒ 「提交」をクリックすると、私は、アリババ国際デジタル商業グループに提出す

る通知・報告の内容がすべて真実、正確、合法、有効であることを保証する。同グル

ープが削除申立内容を確認し、必要に応じて適切な措置を取る権利があることを理解

し、同意する。 

⑪ 提交 ⇒ 提出 
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（エ） 商標権侵害削除申立後、申立管理の画面 

 

削除申立ての提出後、当該申立てに関する以下の情報が表示される。 

 

※ 

 

① 投诉信息 ⇒ 申立情報 

▪ この項目では、削除申立てに関する概要が表示される。具体的な内容は、以下

のとおりである。 

 被投诉方名称 ⇒ 被申立人の名称 

 投诉单号 ⇒ 申立番号 

② ③ ④ ⑤ ① 

※ 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
j 

k 
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 任务编号 ⇒ タスク番号 

 商品 ID ⇒ 商品 ID 

 自定义名称 ⇒ カスタム名称 

 发起投诉时间 ⇒ 申立日時 

② 平台 ⇒ プラットフォーム 

③ 知识产权 ⇒ 知的財産権 

④ 处理状态/备注 ⇒ 処理状態／備考 

▪ この項目では、削除申立ての処理状態が表示される。各処理状態の日中対訳

は、※の a〜kの内容を参照。 

【進行中】 

a 审核投诉通过-卖家待处理 ⇒ 削除申立ての成立-被申立人対応待ち 

b 已提交 ⇒ 提出済み 

c 小二介入中 ⇒ アリババ国際 IPPによる審査 

 

【申立人による処理待ち】 

d 投诉暂未受理，待进一步补充材料 ⇒ 削除申立未受理、追加資料提出待

ち 

e 卖家已处理-待投诉方响应 ⇒ 被申立人対応済み-申立人対応待ち 

 

【完了】 

f 投诉方反申诉成立 ⇒ 申立人による反論理由の成立 

g 审核不通过 ⇒ 削除申立ての不成立 

h 投诉方已撤诉 ⇒ 申立人による削除申立ての撤回 

i 卖家申诉／移除侵权信息成立 ⇒ 被申立人による異議申立て／被申立人

が自主的に販売リンクを削除 

j 投诉方反申诉不成立 ⇒ 申立人による反論理由の不成立 

k 卖家申诉／移除侵权信息不成立 ⇒ 被申立人による異議申立て／被申立

人が自主的に販売リンクを削除していない 

⑤ 操作 ⇒ 操作 

▪ この項目では、削除申立ての処理状況（削除申立結果や被申立人による異議申

立てなど）の詳細を閲覧することができる。 
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（オ） 被申立人からの異議申立てへの対応方法 

 

◼ よくある異議申立理由 

 

通常、被申立人が以下の理由に基づいて異議申立てを行う。 

 

▪ 合理的使用 

 商標的使用に該当しない：対象標識は出所表示として機能せず、商標として

の使用に当たらないものである。 

 先使用：権利者の権利登録より前に使用を開始している。 

 権利者商標権の保護範囲外に該当する：申立対象商品に使用されている標識

は権利者商標とは同一ではない・類似しない、または対象商品と権利者商標

の指定商品と同一ではない・類似しない。 

▪ 正当な出所 

 直接許諾：権利者から直接商標の使用許諾を得ている。 

 正規ルートからの調達：申立対象商品が権利者認定のメーカーや正規代理店

から調達されたものである。 

▪ 申立対象商品に被申立人自身の商標を使用している。 

 

◼ 対応方法 

 

被申立人からの異議申立てについて、アリババ国際 IPPにおいて、権利者には 2回反論

の機会が与えられる。初回の反論において、権利者はアリババ国際 IPPに直接説明資料な

どをアップロードできる。2 回目の反論において、権利者はメールにてアリババ国際 IPP

に連絡し、必要情報や説明資料を提出する必要がある。具体的な手続きは、以下のとおり

である。 

 

（a） 初回の反論手続き 
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① 投诉管理 ⇒ 申立管理 

② 反申诉 ⇒ 申立人による反論 

▪ この項目をクリックすると、反論資料の提出手続きとフローが表示される。詳細

は以下のとおりである。 

① 

②

1

1 
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① 申诉详情 ⇒ 被申立人による異議申立ての詳細 

a 提交时间 ⇒ 異議申立ての提出時間 

b 已采取行动 ⇒ 異議申立ての有無 

c 反申诉说明 ⇒ 異議申立ての理由 

d 申诉材料类型 ⇒ 異議申立用の証拠資料の種類 

e 申诉材料 ⇒ 異議申立用の証拠資料 

 

② 反申诉历史记录 ⇒ 申立人による反論の履歴 

a 反申诉状态 ⇒ 反論の審査結果 

b 反申诉时间 ⇒ 反論の提出時間 

c 反申诉审核时间 ⇒ 反論審査の実施時期 

d 反申诉原因 ⇒ 反論理由 

e 反申诉材料 ⇒ 反論用の証拠資料 

f 反申诉隐私材料 ⇒ 反論用のプライベート資料 

① 

② 

a 

b 

c 

d 

e 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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（b） 2回目の反論手続き 

 

権利者が以下の必要情報と反論資料をアリババ国際 IPP 審査部門（aidc-ipr@alibaba-

inc.com）に提出する必要がある。アリババ国際 IPPはメール受領後、凡そ 3～5営業日以

内に審査を行う。 

 

▪ 申立人メールアドレス 

▪ 申立人名称 

▪ 申立番号 ※アリババ国際 IPPの付与した番号である 

▪ 被申立人会員名 

▪ タスク番号 ※アリババ国際 IPPの付与した番号である 

▪ 反論理由 

▪ 関連証拠資料 
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イ 著作権の登録および削除申立て 

 

アリババ国際 IPP は、出版物、映画・ドラマ、ソフトウェア、音楽・動画、図案・文字、

写真など作品の著作権侵害に関する申立てを受け付ける。また、作品が中国内外のいずれ

で創作されたかを問わず、権利者がアリババ国際 IPPに登録することが可能である。 

 

本章では、主に中国において著作権登録を行っていない日本作品について、その登録申

請および削除申立ての手続きを説明する。 

 

（ア） 著作権の登録 

 

 

① 提交知识产权 ⇒ 知的財産権の登録 

  

① 
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① 请选择您的知识产权类型 ⇒ 知的財産権の種類を選択 

▪ ここでは、「著作权 ⇒ 著作権」を選択。 

② 请选择您的知识产权注册地 ⇒ 知的財産権の登録地域 

▪ 著作権登録地・創作地域を選択。作品が日本で創作され、かつ中国で著作権登録

を行っていない場合、ここで「日本」を選択。 

③ 您的作品名称 ⇒ 作品名称 

④ 知识产权自定义名称 ⇒ 知的財産権のカスタム名称 

▪ この名称は、あくまでアリババ国際 IPP に登録する知的財産権を管理する目的

で設けるものであり、自由に設定することができる。 

⑤ 您的作品编号 ⇒ 作品番号 

▪ 同じく管理する目的で設けるものであり、番号を自由に設定することができる。 

⑥ 您的作品著作权人 ⇒ 権利者名称 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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⑦ 请上传您的著作权证明材料 ⇒ 著作権証明資料をアップロード 

▪ 権利者が対象作品に対して著作権を有していることを証明する資料の提出が必

要。この項目では、アリババ国際 IPP が提供する著作権声明文のテンプレート

（別紙 1参照）に必要情報を記入し、社印を押印した上、著作権証明資料として

アップロードすることが可能。 

▪ ファイルフォーマットは gif、jpg、jpeg、png、bmp、pdf、tsa が対応可能で、

1ファイルの容量は 5MB以内とする必要がある。 

▪ この項目の資料は、アリババ国際 IPP および被申立人に開示される。 

⑧ 请上传您的作品 ⇒ 作品をアップロード 

▪ 作品の完全な内容を提出しなければならない。 

▪ ファイルフォーマットは gif、jpg、jpeg、png、bmp、pdf、tsa が対応可能で、

1ファイルの容量は 5MB以内とする必要がある。 

▪ 作品内容は、アリババ国際 IPPおよび被申立人に開示される。 

⑨ 作品公开发表时间 ⇒ 作品公開日を選択 

⑩ 保存草稿 ⇒ 下書きを保存 

⑪ 提交 ⇒ 提出 

  

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ ⑪ 
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（イ） 著作権登録後の画面 

 

 

① 审核通过 ⇒ 登録済み 

② 审核不通过 ⇒ 登録拒絶 

▪ 登録が拒絶された理由は、主に以下のとおりである。 

 登録著作権の保護期間は既に満了している。 

 アップロードされた各種資料に、権利者の社印が押印されていない。 

  

② 

① 
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（ウ） 著作権侵害に基づく削除申立て 

 

 

① 请选择要投诉的站点 ⇒ 侵害行為が行われているプラットフォームを選択 

▪ 「アリババ国際」、「AliExpress」、「Lazada」、「Miravia」から選択。 

 

以下では、アリババ国際を選択し説明を行う。 

  

① 
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① 知识产权类型 ⇒ 知的財産権の種類 

▪ 著作権侵害となる場合、「著作权 ⇒ 著作権」を選択。 

② 知识产权 ⇒ 知的財産権 

▪ アリババ国際 IPPで登録済みの著作権を選択。 

③ 投诉链接类型 ⇒ 削除希望のリンクの種類 

▪ 「商品 ⇒ 商品」のみ選択できる。 

④ 投诉理由 ⇒ 削除申立ての理由 

▪ 以下の五つ理由から選択： 

 「司法行政判决 ⇒ 司法判決書または行政裁決書」：効力が発生した司法

判決書または行政裁決書において、対象商品が侵害品と認定した場合、この

項目を選択。 

 「商品或包装为盗版 ⇒ 商品またはパッケージが模倣品」 

 「商品或其包装非盗版，但包含未经授权的受版权保护内容或图片 ⇒ 商品

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
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またはそのパッケージが模倣品ではないが、著作権で保護されたコンテンツ

や画像を無断使用している」 

 「商品详情页面上使用了未经授权的图片 ⇒ 商品詳細ページにおいて、許

可を得ていない画像を使用している」 

 「商品详情页面上使用了未经授权的文本 ⇒ 商品詳細ページにおいて、許

可を得ていないテキストを使用している」 

⑤ 理由说明 ⇒ 理由説明 

▪ 第 4項の選択によって、具体的な侵害理由を記入。 

⑥ 举证证明 ⇒ 証拠資料 

▪ 証拠資料のアップロードは必須ではないが、削除申立ての成功率を高めるために、

実情に応じてアップロードを行った方が望ましい。 

▪ アップロードする場合、侵害品や出品ページのスクリーンショットを取り、画像

と文字を使って、権利者の作品との共通点を説明する資料をここで提出する。可

能であれば、権利者の作品と同じ角度から対比を行うことが望ましい。 

▪ ファイルフォーマットは zip、rar、jpg、jpeg、png、bmp、pdf、doc、docxが対

応可能で、1 ファイルの容量は 5MB 以内、最大で 4 点までアップロードできる。 

 

以下では、「商品またはそのパッケージが模倣品ではないが、著作権で保護されたコン

テンツや画像を無断使用している」を例として、⑤の侵害となる理由の説明と⑥の証拠資

料を示す。 

 

削除申立ての例（④〜⑥の項目） 

④ 

証明方法 

商品またはそのパッケージが模倣品ではないが、著作権で保護されたコン

テンツや画像を無断使用している 

⑤ 

理由説明 

（中文） 

卖家在出售的涉案商品上使用了与权利人美术作品一致的图案。然而权利人

从未授权他人使用该美术作品生产销售涉案商品，涉案商品并非权利人商品。

卖家销售该涉案商品的行为侵犯了权利人的著作权。因此，请求贵平台删除

投诉链接。 

 

（和訳） 

被申立人は、販売している対象商品において、権利者の美術作品と同一の

イラストを使用している。しかし、権利者は、対象商品の製造・販売に際

して当該美術作品の使用を他人に許諾しておらず、対象商品は権利者の正

規品ではない。したがって、被申立人による対象商品の販売行為は、権利

者の著作権を侵害するものである。よって、貴プラットフォームに対し、

当該リンクの削除を申し立てる。 
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⑥ 

証拠資料 

（中文）6 

 

（和訳） 

 

 

⑦ 隐私材料 ⇒ プライベート資料 

▪ この項目の資料のアップロードは必須ではない。 

▪ 証拠資料に身分証明書やパスポートなどの個人情報が含まれる場合は、本項目か

ら提出可能である。これらの情報はアリババ国際 IPP における審査時の資料と

して利用し、被申立人には開示しない。 

⑧ 投诉链接 ⇒ 対象リンク 

▪ 対象リンク入力後、対象リンクの認証（リンク有効性の確認）を行う必要がある。 

▪ 複数の対象リンクについて、③〜⑥の選択項目・理由説明・証拠資料が共通する

場合（例：複数の出品者が同一の侵害品を販売している場合）は、1回の削除申

立てでこれらのリンクをまとめて入力することができる。この場合、1回の申立

てにつき最大 300件までのリンクを入力することが可能である。 

⑨ 验证链接 ⇒ リンクを認証 

⑩ 提示：点击“提交”即表示我郑重承诺并保证我向阿里国际数字商业集团提交的通知/

报告中的所有信息和指控都是真实、准确、合法、有效的。我们理解并同意阿里国际数

字商业集团有权对通知/报告中涉嫌侵权的信息和指控进行核实并采取适当的行动。 

⇒ 「提交」をクリックすると、私は、アリババ国際デジタル商業グループに提出す

る通知・報告の内容がすべて真実、正確、合法、有効であることを保証する。同グル

ープが削除申立内容を確認し、必要に応じて適切な措置を取る権利があることを理解

 
6 出典：アリババ国際 IPP 

https://rulechannel.alibaba.com/icbu?type=detail&ruleId=11004023&cId=183#/rule/detail?ruleId

=11004023&cId=183 

https://rulechannel.alibaba.com/icbu?type=detail&ruleId=11004023&cId=183#/rule/detail?ruleId=11004023&cId=183
https://rulechannel.alibaba.com/icbu?type=detail&ruleId=11004023&cId=183#/rule/detail?ruleId=11004023&cId=183
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し、同意する。 

⑪ 提交 ⇒ 提出 
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（エ） 著作権侵害削除申立後、申立管理の画面 

 

削除申立ての提出後、当該申立てに関する以下の情報が表示される。 

 

※ 

 

① 投诉信息 ⇒ 申立情報 

▪ この項目では、削除申立に関する概要が表示される。具体的な内容は、以下の

とおりである。 

 被投诉方名称 ⇒ 被申立人の名称 

 投诉单号 ⇒ 申立番号 

② ③ ④ ⑤ ① 

※ 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
j 

k 
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 任务编号 ⇒ タスク番号 

 商品 ID ⇒ 商品 ID 

 自定义名称 ⇒ カスタム名称 

 发起投诉时间 ⇒ 申立日時 

② 平台 ⇒ プラットフォーム 

③ 知识产权 ⇒ 知的財産権 

④ 处理状态/备注 ⇒ 処理状態／備考 

▪ この項目では、削除申立ての処理状態が表示される。各処理状態の日中対訳

は、※の a〜kの内容を参照。 

  【進行中】 

a 审核投诉通过-卖家待处理 ⇒ 削除申立ての成立-被申立人対応待ち 

b 已提交 ⇒ 提出済み 

c 小二介入中 ⇒ アリババ国際 IPPによる審査 

 

  【申立人による処理待ち】 

d 投诉暂未受理，待进一步补充材料 ⇒ 削除申立未受理、追加資料提出待

ち 

e 卖家已处理-待投诉方响应 ⇒ 被申立人対応済み-申立人対応待ち 

 

  【完了】 

f 投诉方反申诉成立 ⇒ 申立人による反論理由の成立 

g 审核不通过 ⇒ 削除申立ての不成立 

h 投诉方已撤诉 ⇒ 申立人による削除申立ての撤回 

i 卖家申诉／移除侵权信息成立 ⇒ 被申立人による異議申立て／被申立人

が自主的に販売リンクを削除 

j 投诉方反申诉不成立 ⇒ 申立人による反論理由の不成立 

k 卖家申诉／移除侵权信息不成立 ⇒ 被申立人による異議申立て／被申立

人が自主的に販売リンクを削除していない 

⑤ 操作 ⇒ 操作 

▪ この項目では、削除申立ての処理状況（削除申立結果や被申立人による異議申立

てなど）の詳細を閲覧することができる。 
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（オ） 被申立人からの異議申立てへの対応方法 

 

◼ よくある異議申立理由 

 

通常、被申立人が以下の理由に基づいて異議申立てを行う。 

 

▪ 作品と相違がある。申立対象商品の図案と権利者の作品との間には、明らかな差

異が存在する。 

▪ 先使用。権利者の作品公開日以前において、係争作品が使用されていた。 

▪ 正当な出所。申立対象商品が権利者認定のメーカーや正規代理店から調達された

ものである。 

▪ 被申立人のオリジナル作品。係争作品は被申立人が独自に創作したものである。 

 

◼ 対応方法 

 

被申立人からの異議申立てについて、アリババ国際 IPPにおいて、権利者には 2回反論

の機会が与えられる。初回の反論において、権利者はアリババ国際 IPPに直接説明資料な

どをアップロードできる。2 回目の反論において、権利者はメールにてアリババ国際 IPP

に連絡し、必要情報や説明資料を提出する必要がある。具体的な手続きは、以下のとおり

である。 

 

（a） 初回の反論手続き 

 

 

① 投诉管理 ⇒ 申立管理 

② 反申诉 ⇒ 申立人による反論 

① 

②

1

1 
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▪ この項目をクリックすると、反論資料の提出手続きとフローが表示される。詳細

は、以下のとおりである。 

 

 

① 申诉详情 ⇒ 被申立人による異議申立ての詳細 

a 提交时间 ⇒ 異議申立ての提出時間 

b 已采取行动 ⇒ 異議申立ての有無 

c 反申诉说明 ⇒ 異議申立ての理由 

d 申诉材料类型 ⇒ 異議申立用の証拠資料の種類 

e 申诉材料 ⇒ 異議申立用の証拠資料 

② 反申诉历史记录 ⇒ 申立人による反論の履歴 

a 反申诉状态 ⇒ 反論の審査結果 

b 反申诉时间 ⇒ 反論の提出時間 

c 反申诉审核时间 ⇒ 反論審査の実施時期 

d 反申诉原因 ⇒ 反論理由 

① 

② 

a 

b 

c 

d 

e 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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e 反申诉材料 ⇒ 反論用の証拠資料 

f 反申诉隐私材料 ⇒ 反論用のプライベート資料 

 

（b） 2回目の反論手続き 

 

権利者が以下の必要情報と反論資料をアリババ国際 IPP 審査部門（aidc-ipr@alibaba-

inc.com）に提出する必要がある。アリババ国際 IPPはメール受領後、凡そ 3～5営業日以

内に審査を行う。 

 

▪ 申立人メールアドレス 

▪ 申立人名称 

▪ 申立番号 ※アリババ国際 IPPの付与した番号である 

▪ 被申立人会員名 

▪ タスク番号 ※アリババ国際 IPPの付与した番号である 

▪ 反論理由 

▪ 関連証拠資料 
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（カ） アリババ国際 IPPの保証金制度7 

 

アリババ国際 IPP は、出品者が保証金を納付することにより商品リンクの一時的な保

全を認める制度を設けている。著作権侵害による削除申立ての場合、この制度は、一部の

美術作品などの図案に関連する削除申立てに適用される。 

 

出品者が保証金制度を利用してリンクの保全を申請する場合、アリババ国際 IPPは、商

品の状況および過去の削除申立ての履歴に基づいて評価を行い、出品者の申請を認めるか

否かを決定する。アリババ国際 IPPが出品者の申請を認め、リンクの保全を行う場合、出

品者の納付した保証金が凍結され、対象リンクの削除は実施されない。 

 

この場合、権利者が 60 日以内に出品者に対して侵害訴訟を提起しない場合、凍結され

た保証金は自動的に解除される。一方、権利者が 60 日以内に出品者に対して侵害訴訟を

提起し、且つ、提訴やその受理に関する書類をアリババ国際 IPPに提出する場合、保証金

は侵害訴訟の判決に基づき処理される（この場合でもリンクの削除は実施されない）。例

えば、侵害訴訟において出品者が権利者に対して損害賠償の支払いを命じられた場合、保

証金は損害賠償額の範囲内で権利者に支払われることとなる。 

  

 
7 本報告書作成日現在、保証金制度は、一部の美術作品および意匠権にかかる削除申立案件にのみ適用

され、商標権や不正競争を理由とする削除申立案件には適用されない。 
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ウ 専利権の登録および削除申立て 

 

専利権の登録を選択する場合、その出願地域に関わらず、中国国外で出願され登録にな

った専利権もアリババ国際 IPPにおいて権利登録できる。例えば、日本で登録された意匠

権、実用新案権または特許権もアリババ国際 IPP上で登録可能である。必要となる証拠資

料は、主に専利証書、更新や譲渡がある場合の証明証書である。 

 

本章では、中国意匠権を例に、権利登録と削除申立ての手続きを説明する。日本をはじ

めとする他国で登録されている専利権についても、同様の手続きが適用可能である。 

 

（ア） 専利権の登録 

 

 

① 请选择您的知识产权类型 ⇒ 知的財産権の種類 

▪ ここでは、「专利权 ⇒ 専利権」を選択。 

② 请选择您的知识产权注册地 ⇒ 知的財産権の登録地 

▪ ここでは、「中国」を選択。もし日本意匠権、実用新案権または特許権を登録申

請する場合、ここでは「日本」を選択。 

③ 请上传您的专利证书 ⇒ 専利証書をアップロード 

▪ 1回で 1件の専利のみ登録できる。複数の専利の登録を希望する場合、それぞれ

個別に登録する必要がある。 

① 

② 

③ 

④ 



 
Copyright(C) 2026 JETRO.  All right reserved. 

51 

▪ 権利者が企業の場合、原本を撮影した画像またはスキャンデータをアップロード。

写しをアップロードする場合は、社印が押されているものをアップロードする必

要がある。 

▪ 権利者が個人の場合、専利証書原本の画像をアップロード。 

▪ ファイルフォーマットは gif、jpg、jpeg、png、bmp、pdf、tsa が対応可能で、

1ファイルの容量は 5MBとする必要がある。 

▪ この項目の資料は、アリババ国際 IPP および被申立人に開示される。 

④ 请上传专利登记簿副本 ⇒ 専利登記簿副本 

▪ 専利の譲渡や変更（専利権者の氏名、住所、またはその他の登録事項を含む）が

ある場合にのみ、本資料をアップロードする必要がある。 

 

専利登記簿副本のサンプル 
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⑤ 您的专利类型 ⇒ 専利の種類 

▪ 「发明 ⇒ 特許」、「外观设计 ⇒ 意匠」、「实用新型 ⇒ 実用新案」から選

択。ここでは、「意匠」を選択。 

⑥ 您的专利名称 ⇒ 専利名称 

⑦ 知识产权自定义名称 ⇒ 知的財産権のカスタム名称 

▪ 登録する知的財産権の名称を自由に設定することが可能。 

⑧ 您的专利号 ⇒ 専利番号 

⑨ 您的专利权人 ⇒ 専利権者 

⑩ 您的专利申请日 ⇒ 専利出願日 

⑪ 请上传您的专利评价报告（务必包含评价报告的“第一页”及“结论页”）  ⇒ 専利

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ ⑬ 
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評価報告書をアップロード（評価報告書の「1ページ目」と「結論ページ」のアップ

ロードは必須） 

▪ 意匠権と実用新案権の場合、権利の有効性を示す専利評価報告書8の提出が必要。

特許権の場合、提出不要。もし日本を含む中国国外の意匠権、実用新案権または

特許権を登録申請する場合、専利評価報告書の提出も不要。 

 

専利評価報告書のサンプル 

 

 

⑫ 保存草稿 ⇒ 下書きを保存 

⑬ 提交 ⇒ 提出 

  

 
8 専利権評価報告書とは、中国国家知識産権局が発行する、対象となる意匠権または実用新案権が専利

権の付与要件を満たしているかを評価するための報告書である。中国における意匠権および実用新案権

は、出願時に実体審査が行われないため、削除申立ての際に権利の有効性を証明する目的で、EC サイト

から当該報告書の提出を求められる場合がある。 
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（イ） 専利権登録後の画面 

 

 

① 审核通过 ⇒ 登録済み 

② 审核不通过 ⇒ 登録拒絶 

▪ 登録が拒絶された理由は、主に以下のとおりである。 

 専利は出願審査段階にあり、まだ登録に至っていない。 

 意匠権および実用新案権について、専利評価報告書が提供されていないか、専利

評価報告書において専利権の付与要件を満たしていない旨が記載されている。 

 専利権の有効期限満了。 

 専利年金の未納付。 

 その他の原因。 

  

② 

① 
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（ウ） 専利権侵害に基づく削除申立て 

 

 

① 请选择要投诉的站点 ⇒ 侵害行為が行われているプラットフォームを選択 

▪ 「アリババ国際」、「AliExpress」、「Lazada」、「Miravia」から選択。 

 

以下では、アリババ国際を選択し説明を行う。 

  

① 
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① 知识产权类型 ⇒ 知的財産権の種類 

▪ 意匠権侵害となる場合、「外观设计专利权 ⇒ 意匠権」を選択。 

② 知识产权 ⇒ 知的財産権 

▪ アリババ国際 IPPで登録済みの意匠権を選択。 

③ 投诉链接类型 ⇒ 削除申立ての対象リンクの種類 

▪ 「商品 ⇒ 商品」のみ選択できる。 

④ 投诉理由 ⇒ 削除申立ての理由 

▪ 以下の二つの理由から選択： 

 「不当使用他人专利权 ⇒ 権利者専利の不適切使用」 

 「司法判决或行政裁决 ⇒ 司法判決書や行政裁決書」。効力が発生した司

法判決書または行政裁決書において、対象商品が侵害品と認定した場合、こ

の項目を選択。 

⑤ 理由说明 ⇒ 理由説明 

▪ 第 4項の選択によって、具体的な侵害理由を記入。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
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以下では、「権利者専利の不適切使用」の理由説明の一例を示す。 

 

理由種類 理由説明 

権利者専利

の不適切使

用 

（中文） 

如附件中的外观专利侵权分析报告所示，经对比分析，涉案商品采用了与本

专利一致的外观设计，其与本专利在整体视觉效果上无实质性差异，因此落

入本专利的保护范围。但本专利权人从未授权涉案商品的经营者实施涉案

专利。该卖家未经专利权人许可擅自销售、许诺销售涉案商品的行为侵犯了

专利权人的外观设计专利权。因此，请求贵平台删除投诉链接。 

 

（和訳） 

添付の意匠権侵害分析報告のとおり、比較分析の結果、対象製品は本意匠

権と同じデザインを採用しており、全体的な視覚効果に実質的な差異は

ないため、本意匠権の保護範囲に入る。一方、意匠権者は、他人に対象製

品の製造、販売、販売の申出を許諾していない。出品者は意匠権者の許諾

を得ることがなく、対象製品の、販売、販売の申出を行っており、権利者

の意匠権を侵害している。したがって、貴プラットフォームに対象製品の

販売リンクの削除を申し立てる。 

 

⑥ 举证证明 ⇒ 証拠資料 

▪ 第④項の選択によって、具体的な証拠資料をアップロード。 

 権利者専利の不適切使用を選択する場合、アリババ国際 IPP が提供する専

利侵害分析報告のテンプレート（別紙 2参照）に情報を記入し、アップロー

ドするのが望ましい。専利侵害分析報告において、対象意匠と侵害品の 6面

図すべてについて比較を行う必要がある。この比較が行われていない場合、

削除申立てが却下される可能性が高い。 

 司法判決書や行政裁決書を選択する場合、その書類をアップロードする必要

がある。 

▪ ファイルフォーマットは zip、rar、jpg、jpeg、png、bmp、pdf、doc、docxが対応

可能で、1ファイルの容量は 5MB以内、最大で 4点までアップロードできる。 

⑦ 隐私材料 ⇒ プライベート資料 

▪ この項目の資料のアップロードは必須ではない。 

▪ 証拠資料に身分証明書やパスポートなどの個人情報、商業秘密などが含まれる場合

は、本項目から提出可能である。これらの情報はアリババ国際 IPP の審査時の資料

として利用し、被申立人には開示しない。 

⑧ 投诉链接 ⇒ 対象リンク 

▪ 対象リンク入力後、対象リンクの認証（リンク有効性の確認）を行う必要がある。 

▪ 複数の対象リンクについて、③〜⑥の選択項目・理由説明・証拠資料が共通する場

合（例：複数の出品者が同一の侵害品を販売している場合）は、1 回の削除申立て

でこれらのリンクをまとめて入力することができる。この場合、1 回の申立てにつ

き最大 300件までのリンクを入力することが可能である。 
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⑨ 验证链接 ⇒ リンクを認証 

⑩ 提示：点击“提交”即表示我郑重承诺并保证我向阿里国际数字商业集团提交的通知/报告

中的所有信息和指控都是真实、准确、合法、有效的。我们理解并同意阿里国际数字商业集

团有权对通知/报告中涉嫌侵权的信息和指控进行核实并采取适当的行动。 ⇒ 「提交」

をクリックすると、私は、アリババ国際デジタル商業グループに提出する通知・報告の

内容がすべて真実、正確、合法、有効であることを保証する。同グループが削除申立内容

を確認し、必要に応じて適切な措置を取る権利があることを理解し、同意する。 

⑪ 提交 ⇒ 提出 
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（エ） 専利権侵害削除申立後、申立管理の画面 

 

削除申立ての提出後、当該申立てに関する以下の情報が表示される。 

 

※ 

 

① 投诉信息 ⇒ 申立情報 

▪ この項目では、削除申立に関する概要が表示される。具体的な内容は、以下のと

おりである。 

 被投诉方名称 ⇒ 被申立人の名称 

 投诉单号 ⇒ 申立番号 

② ③ ④ ⑤ ① 

※ 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
j 

k 
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 任务编号 ⇒ タスク番号 

 商品 ID ⇒ 商品 ID 

 自定义名称 ⇒ カスタム名称 

 发起投诉时间 ⇒ 申立日時 

② 平台 ⇒ プラットフォーム 

③ 知识产权 ⇒ 知的財産権 

④ 处理状态/备注 ⇒ 処理状態／備考 

▪ この項目では、削除申立ての処理状態が表示される。各処理状態の日中対訳は、

※の a〜kの内容を参照。 

  【進行中】 

a 审核投诉通过-卖家待处理 ⇒ 削除申立ての成立-被申立人対応待ち 

b 已提交 ⇒ 提出済み 

c 小二介入中 ⇒ アリババ国際 IPPによる審査 

 

  【申立人による処理待ち】 

d 投诉暂未受理，待进一步补充材料 ⇒ 削除申立未受理、追加資料提出待

ち 

e 卖家已处理-待投诉方响应 ⇒ 被申立人対応済み-申立人対応待ち 

 

  【完了】 

f 投诉方反申诉成立 ⇒ 申立人による反論理由の成立 

g 审核不通过 ⇒ 削除申立ての不成立 

h 投诉方已撤诉 ⇒ 申立人による削除申立ての撤回 

i 卖家申诉／移除侵权信息成立 ⇒ 被申立人による異議申立て／被申立人

が自主的に販売リンクを削除 

j 投诉方反申诉不成立 ⇒ 申立人による反論理由の不成立 

k 卖家申诉／移除侵权信息不成立 ⇒ 被申立人による異議申立て／被申立

人が自主的に販売リンクを削除していない 

⑤ 操作 ⇒ 操作 

▪ この項目では、削除申立ての処理状況（削除申立結果や被申立人による異議申立

てなど）の詳細を閲覧することができる。 
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（オ） 被申立人からの異議申立てへの対応方法 

 

◼ よくある異議申立理由 

 

通常、被申立人が以下の理由を基づいて異議申立てを行う。 

 

▪ 意匠と相違がある。権利者の意匠と申立対象商品の外観との間には、明らかな差

異が存在する。 

▪ 先使用。権利者の権利登録より前に使用を開始している。 

▪ 正当な出所。申立対象商品が権利者認定のメーカーや正規代理店から調達された

ものである。 

▪ 非侵害と認定した判決書または行政裁定書の存在。申立対象商品は権利者の権利

を侵害していないと認定した司法判決書または行政裁定書がある。 

 

◼ 対応方法 

 

被申立人からの異議申立てについて、アリババ国際 IPPにおいて、権利者には 2回の反

論機会が与えられる。初回の反論において、権利者はアリババ国際 IPPに直接説明資料な

どをアップロードできる。2 回目の反論において、権利者はメールにてアリババ国際 IPP

に連絡し、必要情報や説明資料を提出する必要がある。具体的な手続きは、以下のとおり

である。 

 

（a） 初回の反論手続き 

 

 

① 投诉管理 ⇒ 申立管理 

① 

②

1

1 
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② 反申诉 ⇒ 申立人による反論 

▪ この項目をクリックすると、反論資料の提出手続きとフローが表示される。詳細

は、以下のとおりである。 

 

 

① 申诉详情 ⇒ 被申立人による異議申立ての詳細 

a 提交时间 ⇒ 異議申立ての提出時間 

b 已采取行动 ⇒ 異議申立ての有無 

c 反申诉说明 ⇒ 異議申立ての理由 

d 申诉材料类型 ⇒ 異議申立用の証拠資料の種類 

e 申诉材料 ⇒ 異議申立用の証拠資料 

② 反申诉历史记录 ⇒ 申立人による反論の履歴 

a 反申诉状态 ⇒ 反論の審査結果 

b 反申诉时间 ⇒ 反論の提出時間 

c 反申诉审核时间 ⇒ 反論審査の実施時期 

① 

② 

a 

b 

c 

d 

e 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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d 反申诉原因 ⇒ 反論理由 

e 反申诉材料 ⇒ 反論用の証拠資料 

f 反申诉隐私材料 ⇒ 反論用のプライベート資料 

 

（b） 2回目の反論手続き 

 

権利者が以下の必要情報と反論資料をアリババ国際 IPP 審査部門（aidc-ipr@alibaba-

inc.com）に提出する必要がある。アリババ国際 IPPはメール受領後、凡そ 3～5営業日以

内に審査を行う。 

 

▪ 申立人メールアドレス 

▪ 申立人名称 

▪ 申立番号 ※アリババ国際 IPPの付与した番号である 

▪ 被申立人会員名 

▪ タスク番号 ※アリババ国際 IPPの付与した番号である 

▪ 反論理由 

▪ 関連証拠資料 
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（カ）アリババ国際 IPPの保証金制度 

 

アリババ国際 IPP は、出品者が保証金を納付することにより商品リンクの一時的な保

全を認める制度を設けている。この制度は、前述の美術作品に関する侵害削除申立てに加

え、一部の意匠権侵害にかかるリンク削除申立てにも適用される（実用新案権および発明

専利権の侵害は適用対象外である）。 

 

出品者が保証金制度を利用してリンクの保全を申請する場合、アリババ国際 IPPは、商

品の状況および過去の削除申立ての履歴に基づいて評価を行い、出品者の申請を認めるか

否かを決定する。アリババ国際 IPPが出品者の申請を認め、リンクの保全を行う場合、出

品者の納付した保証金が凍結され、対象リンクの削除は実施されない。 

 

この場合、権利者が 60 日以内に出品者に対して侵害訴訟を提起しない場合、凍結され

た保証金は自動的に解除される。一方、権利者が 60 日以内に出品者に対して侵害訴訟を

提起し、且つ、提訴やその受理に関する書類をアリババ国際 IPPに提出する場合、保証金

は侵害訴訟の判決に基づき処理される（この場合でもリンクの削除は実施されない）。例

えば、侵害訴訟において出品者が権利者に対して損害賠償の支払いを命じられた場合、保

証金は損害賠償額の範囲内で権利者に支払われることとなる。 
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エ 不正競争に関する権利登録および削除申立て 

 

（ア） 権利登録 

 

不正競争により保護される権利（例：一定の影響力を有する商業標識）は登録権利では

ないため、アリババ国際 IPPは、当該権利の存在およびその内容を確認する目的で、登録

証書の代わり、以下のいずれかの資料の提出を求めている。 

 

① 裁判所の判決書 

② 仲裁機関の裁定書 

③ 行政機関の処罰決定書 

④ その他 

 

不正競争の成否を認定するに当たり、プラットフォームは通常、①～③の資料が示す認

定結果に基づき判断を行う。①～③の証拠が提出できず、④のその他の資料を提出する場

合において、不正競争に関する権利登録は認められない可能性が高い。 

 

以下では、中国司法または行政機関が発行した①～③の資料を利用する場合の削除申立

手続きを紹介する。 
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① 请选择您的知识产权类型 ⇒ 知的財産権の種類を選択 

▪ ここでは、「其他知识产权 ⇒ その他の知的財産権」を選択。 

② 请选择您的知识产权注册地 ⇒ 知的財産権の登録地 

▪ 判決書／裁定書／処罰決定書の発行機関の所在国を選択。ここでは「中国」を選

択。 

③ 您的知识产权名称 ⇒ 知的財産権の名称 

▪ 判決書／裁定書／処罰決定書のタイトルを記入。 

④ 知识产权自定义名称 ⇒ 知的財産権のカスタム名称 

▪ 登録する知的財産権の名称を自由に設定することが可能。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ 
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⑤ 您的知识产权编号 ⇒ 知的財産権の番号 

▪ 判決書／裁定書／処罰決定書の事件番号を記入。 

⑥ 您的知识产权权利人 ⇒ 権利者の名称 

▪ 権利者名を記入。 

⑦ 您的知识产权有效期 ⇒ 知的財産権の有効期間 

▪ 不正競争防止関連法令により保護される権利について、保護期間が定められてい

ない場合において、本項目には「無期限」という選択肢がないため、比較的長期

の期間を選択することが考えられる。 

⑧ 请上传您的知识产权内容及证明资料 ⇒ 知的財産権内容および証明資料をアップ

ロード 

▪ 判決書／裁定書／処罰決定書のいずれかを提出。 

▪ 知的財産権内容は、判決書／裁定書／処罰決定書で認められた、中国不正競争防

止法で保護される権利内容を記入。 

▪ 証明資料は原本のスキャンまたは写真を提出する必要がある。 

⑨ 保存草稿 ⇒ 下書きを保存 

⑩ 提交 ⇒ 提出 
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（イ） 不正競争に関する権利の登録後の画面 

 

 

① 审核通过 ⇒ 登録済み 

② 审核不通过 ⇒ 登録拒絶 

  

② 

① 
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（ウ） 不正競争に関する権利に基づく削除申立て 

 

 

① 请选择要投诉的站点 ⇒ 侵害行為が行われているプラットフォームを選択 

▪ 「アリババ国際」、「AliExpress」、「Lazada」、「Miravia」から選択。 

 

以下では、アリババ国際を選択し説明を行う。 

  

① 
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① 知识产权类型 ⇒ 知的財産権の種類を選択 

▪ ここでは、「其他 ⇒ その他」を選択。 

② 知识产权 ⇒ 知的財産権 

▪ アリババ国際 IPP で登録済みの知的財産権を選択。ここでは登録済みの判決書

／裁定書／処罰決定書を選択。 

③ 投诉链接类型 ⇒ 削除申立ての対象リンクの種類 

▪ 「商品 ⇒ 商品」のみ選択できる。 

④ 投诉理由 ⇒ 削除申立ての理由 

▪ 「不当使用他人权利 ⇒ 他人の権利の不適切使用」のみ選択できる。 

⑤ 理由说明 ⇒ 理由説明 

▪ 具体的な侵害理由を記入。以下は一例である。 

 

（中文） 

如已登记的生效判决书所示，法院认定的权利人的●●属于有一定影响力的企业字号，并

② 

① 

④ 

③ 

⑥ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑩ 

⑨ 

⑪ 
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认定▲▲生产的●●产品擅自使用了该字号，容易引发消费者的混淆，生产销售●●产品

的行为构成不正当竞争。 

涉案产品即为该生效判决书认定构成侵权的●●产品。为维护权利人的合法权益，请求贵

平台删除投诉链接。 

 

（和訳） 

既に登記された有効な判決書に示されているとおり、裁判所は、権利者の「●●」が一

定の影響力を有する企業商号であると認定し、▲▲が製造した「●●」製品が当該商号

を無断で使用したことにより、消費者の混同を生じさせるおそれがあると判断した。

「●●」製品の製造、販売行為は不正競争行為に該当すると認定された。 

対象製品は、当該有効判決書において侵害と認定された「●●」製品である。よって、

権利者の正当な権利を保護するため、貴プラットフォームに対し対象リンクの削除を

申し立てる。 

 

⑥ 举证证明 ⇒ 証拠資料 

▪ ファイルフォーマットは zip、rar、jpg、jpeg、png、bmp、pdf、doc、docxが対

応可能で、1 ファイルの容量は 5MB 以内、最大で 4 点までアップロードできる。 

⑦ 隐私材料 ⇒ プライベート資料 

▪ この項目のアップロードは必須ではない。 

▪ 証拠資料に身分証明書やパスポートなどの個人情報が含まれる場合は、本項目か

ら提出可能である。これらの情報はアリババ国際 IPP の審査時の資料として利

用し、被申立人には開示しない。 

▪ ファイルフォーマットは zip、rar、jpg、jpeg、png、bmp、pdf、doc、docxが対

応可能で、1 ファイルの容量は 5MB 以内、最大で 4 点までアップロードできる。 

⑧ 投诉链接 ⇒ 対象リンク 

▪ 対象リンク入力後、対象リンクの認証（リンク有効性の確認）を行う必要がある。 

▪ 複数の対象リンクについて、③〜⑥の選択項目・理由説明・証拠資料が共通する

場合（例：複数の出品者が同一の侵害品を販売している場合）は、1回の削除申

立てでこれらのリンクをまとめて入力することができる。この場合、1回の申立

てにつき最大 300件までのリンクを入力することが可能である 

⑨ 验证链接 ⇒ リンクを認証 

⑩ 提示：点击“提交”即表示我郑重承诺并保证我向阿里国际数字商业集团提交的通知/

报告中的所有信息和指控都是真实、准确、合法、有效的。我们理解并同意阿里国际数

字商业集团有权对通知/报告中涉嫌侵权的信息和指控进行核实并采取适当的行动。 

⇒ 「提交」をクリックすると、私は、アリババ国際デジタル商業グループに提出す

る通知・報告の内容がすべて真実、正確、合法、有効であることを保証する。同グル

ープが削除申立内容を確認し、必要に応じて適切な措置を取る権利があることを理解

し、同意する。 

⑪ 提交 ⇒ 提出 
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（エ） 不正競争侵害削除申立後、申立管理の画面 

 

削除申立ての提出後、当該申立てに関する以下の情報が表示される。 

 

※ 

 

① 投诉信息 ⇒ 申立情報 

▪ この項目では、削除申立てに関する概要が表示される。具体的な内容は、以下の

とおりである。 

 被投诉方名称 ⇒ 被申立人の名称 

 投诉单号 ⇒ 申立番号 

② ③ ④ ⑤ ① 

※ 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
j 

k 
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 任务编号 ⇒ タスク番号 

 商品 ID ⇒ 商品 ID 

 自定义名称 ⇒ カスタム名称 

 发起投诉时间 ⇒ 申立日時 

② 平台 ⇒ プラットフォーム 

③ 知识产权 ⇒ 知的財産権 

④ 处理状态/备注 ⇒ 処理状態／備考 

▪ この項目では、削除申立ての処理状態が表示される。各処理状態の日中対訳は、

※の a〜kの内容を参照。 

【進行中】 

a 审核投诉通过-卖家待处理 ⇒ 削除申立ての成立-被申立人対応待ち 

b 已提交 ⇒ 提出済み 

 

  【申立人による処理待ち】 

c 小二介入中 ⇒ アリババ国際 IPPによる審査 

d 投诉暂未受理，待进一步补充材料 ⇒ 削除申立未受理、追加資料提出待

ち 

 

  【完了】 

e 卖家已处理-待投诉方响应 ⇒ 被申立人対応済み-申立人対応待ち 

f 投诉方反申诉成立 ⇒ 申立人による反論理由の成立 

g 审核不通过 ⇒ 削除申立ての不成立 

h 投诉方已撤诉 ⇒ 申立人による削除申立ての撤回 

i 卖家申诉／移除侵权信息成立 ⇒ 被申立人による異議申立て／被申立人

が自主的に販売リンクを削除 

j 投诉方反申诉不成立 ⇒ 申立人による反論理由の不成立 

k 卖家申诉／移除侵权信息不成立 ⇒ 被申立人による異議申立て／被申立

人が自主的に販売リンクを削除していない 

⑤ 操作 ⇒ 操作 

▪ この項目では、削除申立ての処理状況（削除申立結果や被申立人による異議申立

てなど）の詳細を閲覧することができる。 
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（オ） 被申立人からの異議申立てへの対応方法 

 

◼ よくある異議申立理由 

 

通常、被申立人が以下の理由を基づいて異議申立てを行う。 

 

▪ 対象権利との差異。例えば、権利者の商品装飾と申立対象商品の装飾には、明ら

かな差異が存在する。 

▪ 先使用。判決書などで認定された権利者権利の保護開始日以前において、申立対

象商品の製造、販売などの事実がある。 

 

◼ 対応方法 

 

被申立人からの異議申立てについて、アリババ国際 IPPにおいて、権利者には 2回の反

論機会が与えられる。初回の反論において、権利者はアリババ国際 IPPに直接説明資料な

どをアップロードできる。2 回目の反論において、権利者はメールにてアリババ国際 IPP

に連絡し、必要情報や説明資料を提出する必要がある。具体的な手続きは、以下の通りで

ある。 

 

（a） 初回の反論手続き 

 

 

① 投诉管理 ⇒ 申立管理 

② 反申诉 ⇒ 申立人による反論 

▪ この項目をクリックすると、反論資料の提出手続きとフローが表示される。詳細

は、以下のとおりである。 

① 

②

1

1 
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① 申诉详情 ⇒ 被申立人による異議申立ての詳細 

a 提交时间 ⇒ 異議申立ての提出時間 

b 已采取行动 ⇒ 異議申立ての有無 

c 反申诉说明 ⇒ 異議申立ての理由 

d 申诉材料类型 ⇒ 異議申立用の証拠資料の種類 

e 申诉材料 ⇒ 異議申立用の証拠資料 

② 反申诉历史记录 ⇒ 申立人による反論の履歴 

a 反申诉状态 ⇒ 反論の審査結果 

b 反申诉时间 ⇒ 反論の提出時間 

c 反申诉审核时间 ⇒ 反論審査の実施時期 

d 反申诉原因 ⇒ 反論理由 

e 反申诉材料 ⇒ 反論用の証拠資料 

f 反申诉隐私材料 ⇒ 反論用のプライベート資料 

① 

② 

a 

b 

c 

d 

e 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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（b） 2回目の反論手続き 

 

権利者が以下の必要情報と反論資料をアリババ国際 IPP 審査部門（aidc-ipr@alibaba-

inc.com）に提出する必要がある。アリババ国際 IPPはメール受領後、凡そ 3～5営業日以

内に審査を行う。 

 

▪ 申立人メールアドレス 

▪ 申立人名称 

▪ 申立番号 ※アリババ国際 IPPの付与した番号である 

▪ 被申立人会員名 

▪ タスク番号 ※アリババ国際 IPPの付与した番号である 

▪ 反論理由 

▪ 関連証拠資料 
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（4） お問い合わせ方法 

 

削除申立手続きにおいて確認したい事項が発生した場合、メールにてアリババ国際 IPP

（aidc-ipr@alibaba-inc.com）へ連絡し、問い合わせを行うことができる。メールには、

以下の情報を明記する必要がある。 

 

▪ アリババ国際 IPP アカウント名 

▪ 申立番号 

▪ 具体的な相談事項 

 

通常、アリババ国際 IPPは問い合わせに対し適宜返信を行うが、返信までに時間を要す

る場合や、状況によって返信が行われない場合もあることに留意する必要がある。 
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3. 最新の取組み情報（削除申立以外の取組み） 

 

（1） アリババ模倣品対策同盟 （AACA） 

 

淘天 IPPと同様に、アリババ国際 IPPも、アリババ・グループ傘下のアリババ模倣品対

策同盟（以下「AACA」という）と協業している。AACAは 2017年に設立された、権利者の

知的財産権保護を強化することを目的とした組織である。AACA は加盟メンバーに対し、

被申立人からの異議申立てへの対応支援、AI 技術を活用した侵害監視アルゴリズムのカ

スタマイズ、侵害疑義品サンプルの購入・鑑定サービス、オフラインでの模倣品対策など、

多岐にわたるサービスを提供している。これにより、権利者は知的財産権侵害への対応を

効果的に行うことが可能となる。 

 

加盟を希望する企業は、企業情報を AACAに提出し、その後、AACA事務局の審査を経て、

加盟の可否が決定される。本報告書作成日現在、AACA の加盟企業数は 220 社にのぼり、

これらの企業の本社または事業拠点は、アジア太平洋、欧州、北米など世界の多地域に広

がっている。9 

 

以下は、AACAが加盟メンバーに提供する一部のサービスを説明する。 

 

ア 被申立人からの異議申立てへの対応支援 

 

前述のとおり、申立人による 2回目の反論は、メールを通じてのみアリババ国際 IPPに

連絡することができ、最終審査を求めるが、AACA は加盟メンバーに対し、アリババ国際

IPP上で直接反論資料を提出できる最終審査ルートを提供する。これにより、出品者によ

る異議申立てに対する権利者側の対応の効率化がはかれ、成功率も向上する。 

 

イ カスタム AI侵害監視アルゴリズム 

 

AACAは、アリババのビッグデータと AI技術（テキスト分析、ロゴ識別、画像認識、業

者認証など）を活用し、権利侵害が疑われる商品リンクを自動的に検出・抽出する専用監

視システムをメンバー企業に提供している。これにより、加盟メンバーは、より効率的に

侵害情報を調査することができる。 

 

ウ 疑似品サンプル購入・鑑定サービス 

 

AACA は、メンバーの鑑定要望、鑑定能力を確認した上で、ビッグデータ解析により抽

出された侵害可能性の高い商品情報をメンバーに提供し、かつ、サンプリング調査の実施

をメンバーに協力する。鑑定結果に応じて、中国の法執行機関への情報提供を行い、オフ

ラインの対策に繋げることができる。 

 

 
9 アリババ模倣品対策同盟 
https://aaca.alibabagroup.com/?spm=hello-am.home.0.0.72ca7e92x2vlc2#/membership 

https://aaca.alibabagroup.com/?spm=hello-am.home.0.0.72ca7e92x2vlc2#/membership
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エ オフライン模倣品対策 

 

AACA は、メンバー企業に対し、ビッグデータ解析を通じて侵害疑義者の分析と特定作

業をを支援する。法執行機関と連携して証拠収集を行い、技術的サポートをする。これに

は、オンライン上の証拠収集から法執行機関への情報提供まで、多角的な協力が含まれる。 

 

（2） ブランド保護対策 （BrandSafe） 

 

アリババ国際 IPP のブランド保護対策（以下「BrandSafe」という）は、淘天 IPPの「誠

信申立制度」と制度内容が類似している。ただし、両者の参加要件には差異がある。 

 

BrandSafeへの参加を希望する権利者は、まず企業情報をアリババ国際 IPPに提出する。

その後、審査を経て、参加の可否が決定される。一方、淘天 IPPでは、削除件数などの条

件を満たせば、権利者は誠信申立制度に自動的に参加することができる。 

 

BrandSafeに参加する権利者は、以下の優待措置を受けることができる。 

 

▪ 削除審査時間の短縮（通常の 1週間→1～3営業日程度） 

▪ 削除申立てに関する手続きの簡素化（例：証拠提出の簡略化） 

▪ アリババ側における専門窓口の配置など 
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➢ 別紙 1 

（英語） 

 

 

COPYRIGHT CLAIM STATEMENT 
I, the undersigned, state under penalty of perjury that: 

➢ I am the owner, or the owner’s authorized agent, of the copyrighted work(s) identifie

d herein which are valid and in force; 

➢ I have a bona fide belief that the content reported in connection with this statement 

and identified for removal is not authorized by the copyright owner, their authorized 

agent(s) or the law and infringes the rights of the copyright owner; 

➢ I have a bona fide belief that all the information and any related documentation pro

vided in connection with this statement is true, accurate, and valid; 

➢ I agree that Alibaba International Digital Commerce Group and its subsidiaries and aff

iliates (collectively, hereinafter referred to as “ALIBABA INTERNATIONAL”) reserves all r

ights and remedies regarding any false or misleading information provided herein. Fur

ther, I agree to indemnify and hold ALIBABA INTERNATIONAL harmless from all claim

s, causes of action, damages and judgments arising out of the removal of any listing

s related to this statement; and 

➢ I agree that all content in this statement, or in any way related to this removal requ

est, may be shared with the reported seller(s) and I consent to the practices describe

d in the ALIBABA INTERNATIONAL privacy policy, including the collection and sharing

 of my personal information for the purposes of processing and resolving my compla

int. 

Identifying Information  

➢ Name of the owner of the copyrighted work(s) alleged to be infringed:              

➢ Country of creation:                                                             

➢ Date of creation10:                                                               

➢ Date of first publication11:                                                        

Copyrighted works alleged to be infringed 

Provide or attach URL(s) for the copyrighted works alleged to be infringed (e.g., URL(s) to

 the copyright owner’s official company website where allegedly infringed images may be 

found). Alternatively, if the allegedly infringed work(s) are no longer available on the offici

al company website, physical copies or images of the work(s) may be attached. 

                                                                                    

 
10 Supporting evidence of the date of creation is not required at this stage, but may be required at a later 

stage (e.g., in response to a counter-notice). 
11 Supporting evidence of the date of first publication is not required at this stage, but may be required at a 

later stage (e.g., in response to a counter-notice). 

*Likewise, evidence of ownership (e.g., an assignment or other transfer agreement if the copyright owner is 

not the creator) or other documentation demonstrating legitimate ownership may be required at a later stage. 
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➢ Number of allegedly infringed works identified in, or attached to, this statement (10 

maximum) ___________. 

 

I hereby request that ALIBABA INTERNATIONAL remove or disable access to the repo

rted content in accordance with Alibaba International policies and procedures. 

 

Signature:                                                                           

Print/Type Name:                                                                    

Job Title:                                                                            

Company:                                                                           

           (specify whether copyright owner or authorized agent) 

Date: _________________________________________ 

Additional Information 

If submitting this Copyright Claims Statement by email, identify below the type of copyrig

ht infringement being alleged (select only one): 

➢ Content infringement (i.e., image misuse) 

➢ Piracy (e.g., pirated copies of copyrighted works such as books, film, music, industrial works, 

etc.) 

➢ Software: unlawful access (e.g., access keys for software) 

  unlicensed software (note that takedown requests for unopened software are not accepted) 

➢ Unlawful reproduction (e.g., copyrighted work reproduced on product or packaging) 

 

If submitting this Copyright Claims Statement by email, provide below or attach URL(s) for

 the listings containing content that you request ALIBABA INTERNATIONAL remove or disa

ble in accordance with its policies and procedures (and identify where in the listing(s) the 

content may be found): 
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（参考和訳） 

 

アリババ国際 

 

著作権侵害削除申立声明書 

 

署名者は、偽証した場合に処罰を受けることを承知の上で、下記のとおり陳述します： 

 

➢ 私は、本書面で特定する著作物の権利者本人、または当該権利者から正式に権限を与

えられた代理人であり、当該著作権は有効に存続していること。 

➢ 本書に関連して報告され、削除を求めるコンテンツは、著作権者またはその正当な代

理人、もしくは法律により許諾されたものではなく、著作権者の権利を侵害している

と誠実に信じていること。 

➢ 本書に関連して提供するすべての情報および添付資料は、真実かつ正確であり、有効

なものであると誠実に信じていること。 

➢ アリババ・インターナショナル・デジタル・コマース・グループおよびその子会社・

関連会社（以下、総称して「ALIBABA INTERNATIONAL」といいます。）が、本書に含ま

れる虚偽または誤解を招く情報に関して、あらゆる権利および救済手段を留保するこ

とに同意します。さらに、本書に基づき削除される出品に起因して生じる一切の請求、

訴因、損害および判決について、ALIBABA INTERNATIONALを免責し、補償することに

同意します。 

➢ 本書に含まれるすべての内容、または本削除申立てに何らかの形で関連するすべての

内容は、報告対象となる販売者に共有され得ること、また、ALIBABA INTERNATIONAL

のプライバシーポリシーに記載された取扱い（私の苦情の処理および解決を目的とし

た、私の個人情報の収集および共有を含む）に同意すること。 

 

権利者情報 

 

➢ 侵害が主張されている著作物の権利者名：                  

➢ 創作国：                                 

➢ 創作日12：                                 

➢ 初公開日13：                                

 

侵害が主張されている著作物 

 

侵害が主張されている著作物について、その画像などが掲載されている著作権者の公式ウ

ェブサイトの URL を記載、または別途添付してください。（例：侵害が主張されている画

 
12 創作日を証明する証拠は現段階では必要ありませんが、後の段階で（例えば、被申立人からの異議

申立てへの対応など）必要となる場合があります。 
13 初公開日を証明する証拠は現段階では必要ありませんが、後の段階で（例えば、被申立人からの異

議申立てへの対応など）必要となる場合があります。 

*同様に、著作権者が創作者でない場合は、譲渡契約書やその他の権利移転に関する契約書など、所有

権を証明する証拠や、正当な所有権を示すその他の書類が後の段階で必要となる場合があります。 
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像が掲載されている公式企業サイトの URL など） 

公式ウェブサイト上に当該著作物が既に掲載されていない場合は、当該著作物の実物の写

真や画像データを添付してください。 

 

                                         

 

                                         

 

➢ 本書面で特定または添付する、侵害が主張されている著作物の点数（最大 10 件）： 

___________ 

 

私は、本書面に基づき報告されたコンテンツについて、ALIBABA INTERNATIONAL のポリシ

ーおよび手続に従い、当該コンテンツを削除またはアクセス不能とすることをここに要

請します。 

 

署名：                                      

氏名（活字体）：                                 

役職：                                      

会社名：                                     

（著作権者本人か、または権限を付与された代理人かを明記してください） 

 

日付：                                      

 

追加情報 

 

本著作権侵害申立書をメールで提出する場合は、下記から該当する侵害の種類を一つだけ

選択し、明記してください。： 

 

➢ コンテンツ侵害（例：画像の不正使用など） 

➢ 海賊版（例：書籍、映画、音楽、工業製品などの海賊版コピー） 

➢ ソフトウェア： 

不正アクセス（例：ソフトウェアのアクセスキーなど） 

ライセンスのないソフトウェア（※未開封ソフトウェアに対する削除申立ては受付け

ておりませんのでご注意ください） 

➢ 不法複製（例：商品やパッケージ上に無断で複製された著作物など） 

 

 

また、本著作権侵害申立書をメールで提出する場合は、ALIBABA INTERNATIONAL に対し、

ポリシーおよび手続に従って削除またはアクセス不能とすることを求める対象となる出

品ページの URLを、以下に記載するか、別途添付してください（出品ページ内のどこに問

題のコンテンツがあるかも特定してください）。 
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別紙 2 

（中国語） 

专利侵权分析报告（外观设计） 

一、投诉人        拥有专利号为        中国外观设计专利的专利权，

专利基本信息如下表一： 

表一：专利基本信息表 

专利类型 外观设计 

专利号  

申请日  

专利名称  

专利权人  

简要说明中记载的 

“本外观设计产品的设计要点” 

设计要点 

 

简要说明中记载的 

“最能表明本外观设计设计要点的图片或照

片” 

（此处粘贴专利视图） 

被投诉商品是否系专利权人授权生产  

表一填写说明： 

请贵方明确所投诉的商品是否系专利权人授权/自行生产的产品，如果销售的商品系专利权

人授权/自行生产的产品，则该商品不属于专利侵权商品，平台不接受投诉。 

 

二、投诉人在此通知贵公司，本投诉人确认：下述卖家链接地址中所销售的商品与本外设计

相同或相似，侵犯了投诉人上述外观专利专利权。具体情况如下： 

1. 侵权方式说明：                                

2. 投诉人对本次投诉链接中的商品进行了如下表二的具体比对，确认侵权商品侵犯了投诉

人上述专利的专利权。 

3. 填写说明： 

 1)如表式不足以列示，则请按同样的表式添加续表； 

 2)“本专利视图”是指本专利视图所包括的 6 面视图，需分栏填写； 

 3)“侵权商品对应视图”是与本专利视图相对应的被投诉商品视图，侵权商品对应视图

应来自被投诉商品页面或购买被投诉商品后提供实拍图。 

 4）“侵权比对文字说明”中可填写对应视图的相关比对信息，并通过文字解释相同或相

似的判断依据； 

 5）“结论”中可填写相同或相似，如果不相同也不相似，则不构成侵权。 
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表二：侵权商品链接地址信息表 

 

设计特征对比表 

专利文件展示的专利视图 侵权商品对应视图 
侵权比对文字说

明 

结论 

（相同/相似） 

本栏填写本外观专利 6 面视图

（如：主视图） 

本栏请填写与本外观专利视图对应

的被投诉商品视图（如：主视图） 
    

本栏填写本外观专利 6 面视图

（如：后视图） 

本栏请填写与本外观专利视图对应

的被投诉商品视图（如：后视图） 
  

本栏填写本外观专利 6 面视图

（如：左视图） 

本栏请填写与本外观专利视图对应

的被投诉商品视图（如：左视图） 
  

本栏填写本外观专利 6 面视图

（如：右视图） 

本栏请填写与本外观专利视图对应

的被投诉商品视图（如：右视图） 
  

本栏填写本外观专利 6 面视图

（如：俯视图） 

本栏请填写与本外观专利视图对应

的被投诉商品视图（如：俯视图） 
  

本栏填写本外观专利 6 面视图

（如：仰视图） 

本栏请填写与本外观专利视图对应

的被投诉商品视图（如：仰视图） 
  

填入其他视图（请自行补充，可加

行） 

本栏请填写与本外观专利视图对应

的被投诉商品视图 
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（参考和訳） 

専利侵害分析報告（意匠） 

一、申立人        は、専利番号        の中国意匠権を保有しており、

専利の基本情報は下表のとおりである。 

表 1：専利基本情報表 

専利種別 意匠権 

専利番号  

出願者  

専利名称  

専利権者  

概要説明書に記載されている「本意匠製品の

デザイン要点」 
 

概要説明書に記載されている「本意匠のデザ

イン要点を最もよく表している画像または写

真」 （ここで専利の図面を貼り付ける） 

申立対象商品が専利権者の許諾を受けて生産

されたものであるかどうか 
 

 

表 1記入要領： 

貴社においては、申立対象商品が専利権者の許諾を受けて生産された製品、または専利権

者が自ら生産した製品であるか否かを明確に記載すること。販売されている商品が専利

権者の許諾を受けている、または専利権者自身が生産した製品である場合、当該商品は専

利権侵害品には該当せず、プラットフォームは当該申立てを受理しない。 

 

二、申立人は、下記の出品者リンクにおいて販売されている商品が本意匠と同一または類

似であり、申立人の上記意匠専利権を侵害していることを確認した。具体的な内容は以下

のとおりである。 

1. 侵害の態様の説明：                             

2. 申立人は、本件対象リンクに掲載された商品について、下記の表 2に基づき詳細な比

較を行い、当該侵害商品が申立人の上記専利権を侵害していることを確認した。 

3. 記入要領： 

 1)表欄に記入しきれない場合は、同様の形式で続表を追加すること。 

 2)「本専利図面」とは、本専利の 6面図を指し、図面ごとに記入する必要がある。 

 3)「侵害品対応図面」とは、本専利図面に対応する被申立商品の図面を指し、被申立

商品出品ページに掲載された画像または購入後に取得した実物写真を使用すること。 

 4）「侵害対比文字説明」には、各対応図面に関する比較内容を記入し、同一または類

似と判断する根拠を文字で説明すること。 

 5）「結論」欄には「同一」または「類似」と記載すること。いずれにも該当しない場

合は、侵害には該当しない。 
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表 2：対比表 

 

デザイン要点対比表 

本意匠の図面 侵害品対応図面 
侵害対比文字説

明 

結論 

（同一/類似） 

ここでは本意匠の 6面図を貼り付ける

（例：正面図） 

ここでは本意匠と対応する侵害

品の面図を貼り付ける（例：正

面図） 

  

ここでは本意匠の 6面図を貼り付ける

（例：背面図） 

ここでは本意匠と対応する侵害

品の面図を貼り付ける（例：背

面図） 

  

ここでは本意匠の 6面図を貼り付ける

（例：左側面図） 

ここでは本意匠と対応する侵害

品の面図を貼り付ける（例：左

側面図） 

  

ここでは本意匠の 6面図を貼り付ける

（例：右側面図） 

ここでは本意匠と対応する侵害

品の面図を貼り付ける（例：右

側面図） 

  

ここでは本意匠の 6面図を貼り付ける

（例：平面図） 

ここでは本意匠と対応する侵害

品の面図を貼り付ける（例：平

面図） 

  

ここでは本意匠の 6面図を貼り付ける

（例：底面図） 

ここでは本意匠と対応する侵害

品の面図を貼り付ける（例：底

面図） 

  

その他の図面を貼り付ける（ある場

合。さらに行を追加することができ

る） 

ここでは本意匠と対応する侵害

品の面図を貼り付ける 
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